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令和 6 年度第 10 回第一農地部会定例会議事録 

 

日時 令和 7年 1月 31日（金）午後 2時 

場所 上越市市民プラザ 2階 第１会議室 

  

1 出 席 委 員 

（1） 農業委員 

2番 綿貫  4番 古川  6番 竹山  

9番 吉村  13番 新井  14番 竹内  

16番 清水  20番 篠宮  22番 飯塚  

 

（2） 農地利用最適化推進委員 

髙橋  倉石  髙島  片桐  

髙島  荻原  小林  白滝  

横田  平野  清水  野村  

上原  長野    

 

2 欠 席 委 員 

（1）農業委員 

牧繪  佐藤  松本   

 

（2）農地利用最適化推進委員 

野島  笠原 穂苅   

 

3 職務のため出席した事務局職員  

事  務  局 局 長 栗和田  

 副 局 長 金子  

 次 長 秋山  

 主 任 中村  

中郷区駐在室 副 主 幹 丸山  

板倉区駐在室 副 主 幹 宮尾  

清里区駐在室 副 主 査 中条  

名立区駐在室 班 長 高橋  

 

4 会議に附した事件 

（1） 議事録署名委員の氏名 

13番  新井          2番  綿貫  
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（2） 議事 

審議内容 

（合併前の上越市） 

報告第 1号 農地転用届出書の受理通知をしたものの取り止めについて 

報告第 2号 農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について 

報告第 3号 農地法第 5条第 1項第 6号の規定による農地転用届出書の受理について 

議案第 1号 農地法第 3条許可申請について 

議案第 2号 農地法第 4条第 1項許可申請について 

議案第 3号 農地法第 5条第 1項許可申請について 

議案第 4号 上越市農用地利用集積計画の決定について 

議案第 5号 上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について 

議案第 6号 上越市農用地利用集積等促進計画案に係る意見について 

 

（中郷区） 

 報告第 1号 農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について 

議案第 1号 上越市農用地利用集積計画の決定について 

     議案第 2号 上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について 

 

（板倉区） 

報告第 1号 農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について 

議案第 1号 上越市農用地利用集積計画の決定について 

議案第 2号 上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について 

議案第 3号 上越市農用地利用集積等促進計画案に係る意見について 

 

（清里区） 

 報告第 1号 農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について 

 議案第 1号 上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について 

 議案第 2号 上越市農用地利用集積等促進計画案に係る意見について 

 

（名立区） 

報告第 1号 農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について 

議案第 1号 上越市農用地利用集積計画の決定について 
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２ 会 議 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

(事務局) 

秋山 

 

 

 

 

 

 

 

上越市農業委員会会議規則第 5条の規定により竹内部会長が議長となり、議事進行

を行う。 

 

＜資格審査＞ 

はじめに本日の出席状況は、第一農地部会委員数 12 人中、出席委員数 9 人、欠席

委員数 3人で出席委員が過半数ですので、上越市農業委員会会議規則第 7条の規定に

より農地部会は成立します。 

農地利用最適化推進委員の出席状況は、第一農地部会推進委員数 17 人中、出席推

進委員数 14人、欠席推進委員数 3人です。 

 

＜議事録署名委員の指名＞ 

次に、議事録署名委員ですが会議規則第 14条の規定により、私から指名します。 

議席番号 13番 新井委員、議席番号 2番 綿貫委員の両名を指名します。 

 

＜上越市農業委員会憲章の唱和＞ 

「上越市農業委員会憲章」の唱和ですが、議事録署名委員が憲章を読み上げます。 

皆さんそれに続いて唱和をお願いします。 

それでは、議事録署名委員の新井委員読み上げをお願いします。 

 

（上越市農業委員会憲章の読み上げ） 

 

それでは、議案の審議に入ります。 

推進委員の皆さんには議決権はありませんが、意見、質問をすることができます。 

 

＜報告第 1号「農地転用届出書の受理通知をしたものの取り止めについて」＞ 

報告第 1号「農地転用届出書の受理通知をしたものの取り止めについて」、番号 1

番の 1件を報告します。 

事務局の説明を求めます。 

 

農業委員会事務局 秋山です。 

それでは 1頁をご覧ください。 

報告第 1号「農地転用届出書の受理通知をしたものの取り止めについて」、番号 1

番の 1件を受理したので報告します。 

こちらは、五智新町地内で「集合住宅」を目的とした転用届出について届出者から、

譲受人が変更になったため、転用取止めの届出があったものです。 

変更後の届出は 21頁、報告第 3号 番号 157番に記載のとおりです。 

説明は以上です。 
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

(事務局) 

秋山 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

(事務局) 

秋山 

 

 

 

 

 

ただ今の事務局の説明について意見、質問があればお願いします。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

特に質問等がないので、報告第 1号「農地転用届出書の受理通知をしたものの取り

止めについて」、番号 1番の 1件を承認します。 

 

＜報告第 2号「農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について」＞ 

次に、報告第 2 号「農地法第 18 条第 6 項の規定による合意解約通知について」、

番号 1番から 21番、番号 411番から 499番までの 112件を報告します。 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは 2頁をご覧ください。 

報告第 2号は農地の利用権設定に関する解約届出の受理報告です。 

こちらすべて合意による解約です。 

解約後の利用形態の内訳といたしまして、地主耕作が 1件、他者へ貸付・貸付予定

が 58 件、中間管理機構に貸付が 7 件、他者へ売却・売却予定が 9 件、圃場整備事業

関連が 4件、経営基盤強化促進法相対の再契約が 33件となっております。 

以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について意見、質問があればお願いします。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

特に質問等がないので、報告第 2号の 112件を承認します。 

 

＜報告第 3 号「農地法第 5 条第 1 項第 6 号の規定による農地転用届出書の受理につ

いて」＞ 

報告第 3号「農地法第 5条第 1項第 6号の規定による農地転用届出書の受理につい

て」、番号 152番から 161番の 10件を報告します。 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは 21頁をご覧ください。 

報告第 3号は、権利移動を伴う農地転用届出の受理報告です。 

転用目的は、「駐車場」3件、「一般個人住宅」3件、「敷地拡張」1件、「集合住

宅」1件、「重機置場」1件、「資材置場」1件です。 

また、転用面積が 1,000㎡を超える 160番、161番については 24頁以降に位置図

を添付しておりますのでご覧ください。 

以上です。 
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

(事務局) 

秋山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

ただ今の事務局の説明について意見、質問があればお願いします。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

特に質問等がないので、報告第 3号の 10件を承認します。 

 

＜議案第 1号「農地法第 3条許可申請について」＞ 

次に、議案第 1号「農地法第 3条許可申請について」、番号 1番と 2番の 2件を上

程します。 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは 26頁をご覧ください。 

議案第 1号は、農地の権利移動の許可についてです。 

別添の農地法第 3条調査書も併せてご覧ください。 

番号 1番は、譲渡人が高齢であり経営規模を縮小するため、譲受人が樹園地として

維持管理、また、畑地として利用するため使用貸借権を設定するものです。 

樹園地については、これまでも 譲受人が維持管理を行っており、全部効率要件な

らびに農作業等常時従事要件等を満たしているものと判断いたしました。 

次に番号 2番です。 

こちらは、譲渡人の労力不足のため、隣接する農地を所有し、経営規模拡大を目指

す譲受人が管理・利用するため所有権移転するものです。 

こちらも全部効率要件等を満たしているものと判断いたしました。 

私からは以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、意見、質問があればお願いします。 

※現地確認：積雪のため図面確認可（髙島委員、吉村委員） 

 

（「ありません」の声あり） 

 

特に質問等がないようですので、採決に入ります。 

議案第 1号「農地法第 3条許可申請について」、原案のとおり許可することに異議

ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認めます。 

議案第 1号は原案のとおり許可することに決定します。 
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議長 

 

 

 

(事務局) 

秋山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

(事務局) 

＜議案第 2号「農地法第 4条第 1項許可申請について」＞ 

次に、議案第 2号「農地法第 4条第 1項許可申請について」番号 1番の 1件を上程

します。 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは 27頁をご覧ください。 

番号 1番は、大字大豆地内の農地に、「林産物加工施設及び販売所」を建設するも

のです。 

28頁以降に位置図、土地利用計画図を添付したので、併せてご覧ください。 

申請者は、任意団体を設立し、高木の択伐を行っておりますが、現状の林地内では

薪の加工、販売に支障があるため、自身が所有する農地の一部を林産物加工施設及び

販売所に転用するものです。 

申請農地は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い小規模農地であるた

め、農地区分は第 2種に該当し、転用可能であります。 

工期は、令和 7 年 3 月 1 日から令和 7 年 3 月 31日、土地利用計画は、林産物加工

施設及び販売所で、申請面積 156㎡、所要面積が 156㎡（田 156㎡）、内訳としまし

て展示販売棚 30㎡、乾燥区域 40㎡、通路 86㎡となるため支障ありません。 

都市計画法第 29条の開発許可申請が不要な案件であり、転用計画の実現性は高く、

土地利用についても妥当なものと判断しました。 

説明は以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について意見、質問があればお願いします。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

特に質問等がないので、採決に入ります。 

議案第 2号について、原案のとおり許可することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認めます。 

議案第 2号について、原案のとおり許可することに決定します。 

 

＜議案第 3号「農地法第 5条第 1項許可申請について」＞ 

次に、議案第 3号「農地法第 5条第 1項許可申請について」番号 1番の 1件を上程

します。 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは 30頁をご覧ください。 



7 

 

秋山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

(事務局) 

秋山 

 

 

 

 

 

番号 1番は、大字本道地内の農地に、「一般個人住宅」を建設するものです。 

31頁に位置図、32頁に土地利用計画図を添付したので、併せてご覧ください。 

譲受人は、市内のアパートに居住していますが、子供の成長に伴い、生活スペース

が手狭になったため、申請農地を取得し、住宅を建築するものです。 

申請農地は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い小規模農地であるた

め、農地区分は第 2種に該当し、転用可能であります。 

工期は、許可日から令和 7 年 10 月 31 日、土地利用計画は、住宅 1 棟、申請面積

392㎡、所要面積が実測で 392.54㎡（田 373㎡、畑 19㎡、宅地 0.54㎡（全て実測））、

建築面積 126.36㎡で建ぺい率は 32.19％となり支障ありません。 

都市計画法第 29 条の開発許可申請が必要な案件であり、担当課からは許可見込み

との回答を得ています。 

転用計画の実現性は高く、土地利用についても妥当なものと判断しました。 

説明は以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について意見、質問があればお願いします。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

特に質問等がないので、採決に入ります。 

議案第 3号について、原案のとおり許可することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認めます。 

議案第 3号について、原案のとおり許可することに決定します。 

 

＜議案第 4号「上越市農用地利用集積計画の決定について」＞ 

次に、議案第 4号「上越市農用地利用集積計画の決定について」、所有権移転 6件、

貸借権設定 131件を上程します。 

はじめに、所有権移転、番号 17 番から 135 番の 6 件について、事務局の説明を求

めます。 

 

それでは、33頁をご覧ください。 

こちらは、農業経営基盤強化促進法相対による所有権移転です。 

こちらすべての案件につきまして、担い手への農用地利用集積の観点から、譲渡人、

譲受人の双方の合意により所有権を移転するものであります。 

番号 135番については、受人に所有権移転後、自らが構成員である農事組合法人に

賃貸借するものであります。 

関連は次の貸借権設定 61頁の№136番です。 
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議長 

 

髙島委員 

 

秋山次長 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

（事務局) 

秋山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

いずれも農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項の各要件を満たしているものと判

断しました。 

以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について意見質問があればお願いします。 

 

 №135 の受け人の耕作面積が０㎡となっていますが、大丈夫ですか。 

 

 農業法人の構成員であり、購入後、同法人に貸し付けます。 

 

他に意見質問ありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

続いて、貸借権設定、番号 1番から 137番の 131件を上程いたします。 

はじめに、吉村委員関連の 58 頁、番号 122 番を除く 130 件について、事務局の説

明を求めます。 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは、35頁をご覧ください。 

はじめに吉村委員関連の 58頁、番号 122番を除く 130件について説明します。 

こちら担い手への農用地利用集積の観点から、貸借権設定するものであります。 

内訳といたしましては、新規が 100 件、契約を継続する再設定が 30 件となってお

ります。 

新規案件の中で、まとまって利用権設定の多いものに関しましては「基盤強化法に

よる相対契約の期間延長」と、「法人の解散」に伴い新規に集積を図るため利用権設

定するものであります。 

その他、再設定につきましては、設定期間を 1年～10年に設定し、従前からの契約

を継続する再設定となっております。 

いずれの案件も改正前の農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項の各要件を満たし

ているものと判断しました。 

以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、意見、質問があればお願いします。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

特に質問等がないので、次に、吉村委員関連の番号 122番について事務局の説明を

求めます。 
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（事務局) 

秋山 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 議案に関連する吉村委員は、退席をお願いします。 

 

 （吉村委員退席） 

 

それでは、吉村委員関連の案件について説明いたします。 

先ほどと同様、いずれも基盤強化法相対による、新規での貸借権設定です。  

こちらも農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項の各要件を満たしているものと判

断しました。 

以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について意見、質問があればお願いします。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

特に質問等がないようですので、吉村委員関連の案件について、原案のとおり決定

することに異議ありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

異議なしと認めます。 

それでは、吉村委員の退席を解除します。 

 

（吉村委員 復席） 

 

吉村委員、ただいまの審議の結果、異議なしと認められましたので、お知らせしま

す。 

それでは採決にはいります。 

議案第 4号について、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認めます。 

議案第 4号について、計画策定を市長に要請することに決定します。 

 

＜議案第 5号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について」＞ 

議案第 5号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について」、貸借権設

定、番号 1番から 9番の 9件を上程します。 

はじめに、篠宮委員関連の 63頁、64頁、番号 8番と 9番を除く 7件について、事

務局の説明を求めます。 
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（事務局) 

秋山 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

髙島委員 

 

秋山次長 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

(事務局) 

秋山 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

それでは、はじめに篠宮委員関連の番号 8番、9番を除く 7件について説明します。 

頁は 62頁から 64頁でございます。 

こちらの案件は、農用地利用集積計画により農地中間管理機構を通じて農業者に農

地の貸付を一括で行うものであります。 

対象農地は、65頁以降の「対象農用地等リスト」に記載のとおりです。 

改正前の農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項の規定に基づき農業委員会に対し

て意見照会があったものです。 

説明は以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、意見、質問があればお願いします。 

 

 合併前№1の渡人と受人が同一人物になっていますが、どういうことですか。 

 

 機構活用型基盤整備のため、以前渡人が購入した自作地ではありますが、中間管理

権を設定するため、耕作者である自分に貸付けるものです。 

 

その他、意見質問はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

特に質問等がないので、次に、篠宮委員関連の番号 8番、9番について、事務局の

説明を求めます。 

 議案に関連する篠宮委員は、退席をお願いします。 

 

 （篠宮委員 退席） 

 

それでは事務局の説明を求めます。 

 

それでは、篠宮委員関連の番号 8番、9番でございます。 

ページは 63頁、64頁をご覧ください。 

こちらも先ほどと同様、農用地利用集積計画により農地中間管理機構を通じて農業

者に農地の貸付を一括で行うものであります。 

対象農地は、68、69頁に記載のとおりです。 

説明は以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

（「ありません」の声あり） 
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議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

（事務局) 

秋山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に質問等がないようですので、篠宮委員関連の番号 8番、9番について、原案の

とおり決定することに異議ありませんか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認めます。 

それでは、篠宮委員の退席を解除します。 

 

（篠宮委員 復席） 

 

篠宮委員、ただいまの審議の結果、異議なしと認められましたので、お知らせしま

す。 

それでは、採決に入ります。 

議案第 5号について、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

 

議案第 5号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について」、原案のと

おり決定します。 

 

＜議案第 6号「上越市農用地利用集積等促進計画案に係る意見について」＞ 

議案第 6号「農用地利用集積等促進計画案に係る意見について」、番号 1番から 28

番までの 28件を上程します。 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは 70頁をご覧ください。 

こちらは、農用地利用集積等促進計画による貸借権移転です。 

この案件は、いずれも効率的な農地の集約化を行うため、農地中間管理機構を通じ

た貸借権について、上段の現在の耕作者から下段の新たな担い手に耕作者変更するも

のであります。 

具体的な対象農地は 76頁以降にある対象農用地リストのとおりです。 

主に相互の農作業の効率化を目的に農地の集約を図るため耕作者変更を行うもの

であります。 

いずれも改正前の農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項の各要件を満たしている

ものと判断いたしました。 

私からの説明は以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、意見、質問があればお願いします。 



12 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

(中郷区) 

丸山 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

（「ありません」の声あり） 

 

特に質問等がないので、採決に入ります。 

議案第 6号「農用地利用集積等促進計画案に係る意見について」、原案のとおり決

定することに異議ありませんか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

 

議案第 6号「農用地利用集積等促進計画案に係る意見について」原案のとおり決定

します。 

 次に中郷区駐在室管内の案件審議を行います。 

 

（中郷区駐在室分の議案） 

＜報告第１号「農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について」＞ 

 報告第 1 号「農地法第 18 条第 6 項の規定による合意解約通知について」、4 件を

報告します。 

事務局の説明を求めます 

 

 1頁をご覧ください。 

報告第 1号「農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について」、番号 7130

番から 7133番までの届出書を受理しましたので報告します。 

 番号 7130 番、7131 番、7133 番は、貸し人の要望によるもので、また番号 7132 番

は、受人の労力不足により解約するものです。 

 全て他者へ貸付予定であります。 

 7133番の関連案件は、上越市農用地利用集積計画 4頁に上程してあります。 

 私からの説明は以上です。 

 

 ただ今の事務局の説明について、ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

 （「ありません」の声あり） 

 

 特に質問等がないようですので、報告第 1 号「農地法第 18 条第 6 項の規定による

合意解約通知について」、4件を承認します。 

 

＜議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」＞ 

 議案第 1 号「上越市農用地利用集積計画の決定について」、貸借権設定 19 件を上

程します。 

事務局の説明を求めます。 
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(中郷区) 

丸山 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

(中郷区) 

丸山 

 

 

 

 

 

 2 頁をご覧ください。貸借権設定、番号 7172 番から 7190 番の 19 件について説明

します。 

 番号 7172番から 7182番と、7184番から 7189番は、再設定で、引き続きこれまで

の借り手が耕作するものです。 

 番号 7183番と 7190番は、貸し手の労力不足により新たな借り手が耕作するもので

す。 

 改正前の農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項の各要件を満たしているものと判

断しました。 

 私からの説明は以上です。 

 

 ただ今の事務局の説明について、ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

 それでは、採決に入ります。 

 議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」、原案のとおり決定する

ことに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 異議なしと認めます。 

 議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」、改正前の農業経営基盤

強化促進法第 15 条第 4 項の規定により、上越市農用地利用集積計画策定を市長に要

請することに決定します。 

 

＜議案第 2号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について」＞ 

 続きまして、議案第 2 号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定につい

て」、貸借権設定 4件を上程します。 

事務局の説明を求めます。 

 

 6頁をご覧ください。議案第 2号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）につい

て」、貸借権設定、番号 7106番から 7109番の 4件について説明します。 

 この案件は、利用集積計画により農地中間管理機構を通じて農業者に農地の貸付を

行うものです。 

 対象農地は、7頁の「対象農用地等リスト」に記載のとおりです。 

 改正前の農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項の規定に基づき農業委員会に対し

て意見照会があったものです。 

 私からの説明は以上です。 
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議長 

 

篠宮委員 

 

秋山次長 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

(板倉区) 

宮尾 

 

 

 

 

 

 

 

 ただ今の事務局の説明について、ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

 右端の項目の記載内容が合併前上越市と違うのはどういうことですか。 

 

 誤植になります。合併前上越市の記載がただしいものですので、次回以降留意しま

す。なお、別紙に記載がありますので「別紙のとおり」で整理するよう検討します。 

 

 その他、意見質問ありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

 それでは、採決に入ります。 

 議案第 2号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について」、原案のと

おり決定することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 異議なしと認めます。 

 議案第 2号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について」、原案のと

おり決定します。 

 次に板倉区駐在室管内の案件審議を行います。 

 

（板倉区駐在室分の議案） 

＜報告第１号「農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について」＞ 

報告第 1 号「農地法第 18 条第 6 項の規定による合意解約通知について」、9 件を

報告します。 

事務局の説明を求めます 

 

それでは、1頁をご覧ください。 

報告第 1号「農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について」、番号 7555

番から 7563番までの届出書を受理しましたので報告します。 

番号 7555番は、農地中間管理機構を通じた契約に変更する予定であります。 

番号 7556番と 7557番は、山間地で耕作が不便なため、休耕するものです。 

番号 7558番から 7563は、他者へ貸付予定であります。 

関連案件は、上越市農用地利用集積計画 6頁に上程してあります。 

私からの説明は以上です。 

 

 ただ今の事務局の説明について、ご意見、ご質問があればお願いします。 
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

(板倉区) 

宮尾 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

(板倉区) 

宮尾 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 （「ありません」の声あり） 

 

特に質問等がないようですので、報告第 1 号「農地法第 18 条第 6 項の規定による

合意解約通知について」、9件を承認します。 

 

＜議案第１号「上越市農用地利用集積計画の決定について」＞ 

議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」、所有権移転 1件、貸借

権設定 14件を上程します。 

はじめに、所有権移転 1件について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、3頁をご覧ください。 

所有権移転設定、番号 7501番の 1件について説明します。 

担い手への農用地利用集積の観点から、譲渡人、譲受人の双方の合意により所有権

を移転するものであります。 

改正前の農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項の各要件を満たしているものと判

断しました。 

私からの説明は以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

続いて、貸借権設定 14件を上程します。 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは、4頁をご覧ください。 

貸借権設定、番号 7502番から 7515番の 14件について説明します。 

番号 7502番から 7508番と 7514番から 7515番は、再設定で、引き続き、これまで

の借り手が耕作するものです。 

番号 7509番から 7513番は、労力不足により新たな借り手が耕作するものです。 

改正前の農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項の各要件を満たしているものと判

断しました。 

私からの説明は以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

（「ありません」の声あり） 
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議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

(板倉区) 

宮尾 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

それでは、採決に入ります。 

議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」、原案のとおり決定する

ことに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認めます。 

議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」、改正前の農業経営基盤

強化促進法第 15 条第 4 項の規定により、上越市農用地利用集積計画策定を市長に要

請することに決定します。 

 

＜議案第 2号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について」＞ 

続きまして、議案第 2 号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定につい

て」、貸借権設定 8件を上程します。 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは、8頁をご覧ください。 

議案第 2号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）について」、貸借権設定、番

号 7501番から 7508番の 8件について説明します。 

この案件は、利用集積計画により農地中間管理機構を通じて農業者に農地の貸付を

行うものです。 

こちらの対象農地は、10頁の「対象農用地等リスト」に記載のとおりです。 

改正前の農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項の規定に基づき農業委員会に対し

て意見照会があったものです。 

私からの説明は以上です。 

 

 ただ今の事務局の説明について、ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

 それでは、採決に入ります。 

 議案第 2号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について」、原案のと

おり決定することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 異議なしと認めます。 

 議案第 2号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について」、原案のと

おり決定します。 
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議長 

 

 

 

(板倉区) 

宮尾 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

(清里区) 

 

＜議案第 3号「上越市農用地利用集積等促進計画案に係る意見について」＞ 

議案第 3号「上越市農用地利用集積等促進計画案に係る意見について」、貸借権移

転 6件を上程します。 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは、12頁をご覧ください。 

番号 7509番から 7514番は、農用地利用集積等促進計画による貸借権移転です。 

この案件は、効率的な農地の集約化を行うため農地中間管理機構を通じた貸借権を

上段の現在の耕作者から下段の新たな担い手に耕作者変更するものであります。 

こちらの対象農地は、14頁にある対象農用地リストのとおりです。 

改正前の農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項の各要件を満たしているものと判

断いたしました。 

私からの説明は以上です。 

 

 ただ今の事務局の説明について、ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

特に質問等がないので、採決に入ります。 

議案第 3号「上越市農用地利用集積等促進計画案に係る意見について」、原案のと

おり決定することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 異議なしと認めます。 

議案第 3号「上越市農用地利用集積等促進計画案に係る意見について」、原案のと

おり決定します。 

 次に清里区駐在室管内の案件審議を行います。 

 

（清里区駐在室分の議案） 

＜報告第 1号「農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について」＞ 

報告第 1号「農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について」、番号 8216

番から 8267番の 52件を報告します。 

事務局の説明を求めます。 

 

1 頁、報告第 1 号「農地法第 18 条第 6 項の規定による合意解約通知について」、

番号 8216番から 8267番の 52件の届出書を受理しましたので報告します。 
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中条 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

(清里区) 

中条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

受理した 52件は、いずれも合意による解約であり、返還後の利用計画については、

圃場整備事業に伴う「中間管理機構への貸付」です。 

従前の契約も中間管理機構を通しての契約ですが、基盤整備の実施により新たに公

社契約を結ぶための解約です。 

関連案件は、備考欄に記載のとおりです。 

以上です。 

 

 ただ今の事務局の説明について、ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

 （「ありません」の声あり） 

 

特に質問等がないようですので、報告第 1 号「農地法第 18 条第 6 項の規定による

合意解約通知について」、52件を承認します。 

 

＜議案第 1号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について」＞ 

続きまして、議案第 1号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）について」、賃

借権設定 65件を上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

26頁、議案第 1号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）について」貸借権設定

65件を説明します。 

この案件は、農地中間管理機構型による圃場整備事業実施に伴い、利用集積計画に

より農地中間管理機構を通じて農業者に農地の貸付を行うものです。 

番号 8127番から 8146番までが地域の担い手への農地集積、番号 8147番から 8192

番までが自作地の中間管理機構を通じた契約となります。 

対象農地は、23ページからの「対象農用地等リスト」に記載のとおりです。 

いずれも改正前の農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項の規定に基づき農業委員

会に対して意見照会があったものです。 

以上です。 

 

 ただ今の事務局の説明について、ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

 （「ありません」の声あり） 

 

 特に質問等がないようですので、採決に入ります。 

 議案第 2号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について」、原案のと

おり決定することに異議ありませんか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 
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議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

(清里区) 

中条 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 異議なしと認めます。 

 議案第 2号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について」、原案のと

おり決定します。 

 

＜議案第 2号「農用地利用集積等促進計画案について」＞ 

議案第 2 号「農用地利用集積等促進計画案に係る意見について」、番号 8193 番か

ら 8195番の 3件を上程します。 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは 44頁をご覧ください。 

番号 8193番から 8195番の 3件農用地利用集積等促進計画による貸借権移転です。 

この案件は、いずれも効率的な農地の集約化を行うため農地中間管理機構を通じた

貸借権を上段の現在の耕作者から下段の新たな担い手に耕作者変更するものであり

ます。 

具体的な対象農地は次のページ 45頁にある対象農用地リストのとおりです。 

改正前の農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項の各要件を満たしているものと判

断いたしました。 

私からの説明は以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、意見、質問があればお願いします。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

特に質問等がないので、採決に入ります。 

議案第 2号「農用地利用集積等促進計画案に係る意見について」、原案のとおり決

定することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認めます。 

議案第 2号について、原案のとおり決定します。 

 次に名立区駐在室管内の案件審議を行います。 

 

（名立区駐在室分の議案） 

＜報告第 1号「農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について」＞ 

報告第 1号「農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について」、番号 9508

番から 9516番と 9501番から 9512番の 21件を報告します。 

事務局の説明を求めます。 
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(名立区) 

髙橋 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

(名立区) 

髙橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 頁、報告第 1 号「農地法第 18 条第 6 項の規定による合意解約通知について」、

番号 9508 番から 9515 番と 9501 番から 9512 番までの 21 件の届出書を受理しました

ので、報告します。 

受理した 21件は、すべて合意による解約です。 

内訳としては、休耕が 2件、他者へ貸付が 5件、中間管理機構へ貸付予定が 3件、

期間の変更に伴う契約更新のため、一旦解約するものが 11件です。 

同関連案件は、備考欄に記載のとおりです。 

以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

特に質問等がないようですので、報告第 1 号「農地法第 18 条第 6 項の規定による

合意解約通知について」、21件を承認します。 

 

＜議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」＞ 

議案第 1 号「上越市農用地利用集積計画の決定について」、貸借権設定 89 件を上

程します。 

はじめに、松本委員関連の 8項、番号 9515番から番号 9525番の 11件を除く 78件

について事務局の説明を求めます。 

 

5 頁、議案第 1 号「上越市農用地利用集積計画の決定について」番号 9501 番から

9589 番までの 89 件のうち、松本委員関連の番号 9515 番から番号 9525 番の 11 件を

除く貸借権設定 78件の概略を説明します。 

先程、合意解約にて説明しました期間の変更に伴って、一旦解約した後、新たに貸

借権設定を行うものが 10 件、これまでの耕作者の労力不足に伴い新たな耕作者によ

り新規に貸借権設定を行うもものが 5 件、新規に契約を行うものが 32 件、契約期間

満了に伴い引き続き再設定を行うものが 31件です。 

なお、新規案件 32件のなかで件数の多い受人に関する 18項、番号 9566番から 9589

番の 24 件につきましては、これまで特定作業受託契約等によっていたものを新たに

貸借権設定するものです。 

いずれの案件も改正前の農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項の各要件を満たし

ているものと判断しました。 

以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、ご意見、ご質問があればお願いします。 
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

(名立区) 

髙橋 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

（「ありません」の声あり） 

 

 特に質問等がないようですので、次に、松本委員関連の番号 9511番から番号 9525

番の 11件について、事務局の説明を求めます。 

 議案に関連する松本委員は、退席をお願いします。 

 

 （松本委員 退席） 

 

 それでは事務局の説明を求めます。 

 

松本委員関連の 8 項番号 9515 番から 9525 番の貸借権設定 11 件の概略を説明しま

す。 

番号 9515 番から 9525 番までの 11 件のすべてが、契約期間満了に伴う再設定案件

で、引き続き耕作を行うものです。 

いずれの案件も改正前の農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項の各要件を満たし

ているものと判断しました。 

以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

特に質問等がないようですので、松本委員関連の番号 9515 番から番号 9525 番の

11件について、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認めます。 

それでは、松本委員の退席を解除します。 

 

（松本委員 復席） 

 

松本委員、ただいまの審議の結果、異議なしと認められましたので、お知らせしま

す。 

それでは、採決に入ります。 

 議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」、原案のとおり決定する

ことに異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 
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議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

異議なしと認めます。 

議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」、農業経営基盤強化促進

法第 15 条第 4 項に基づき、上越市農用地利用集積計画策定を市長に要請することに

決定します。 

以上をもちまして、すべての案件の審議を終わります。 

 

＜その他＞ 

その他に入ります。 

事務局から何かありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

それでは、以上をもちまして本日の農地部会を終了します。 

続きまして、地区会議を行いますのでそれぞれの地区会議の代表のところにお集ま

りください。 

 


